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「⼊間川流域緊急治⽔対策プロジェクト」

を開始します。
〜地域が連携し、多重防御治⽔により、社会経済被害の最⼩化を⽬指す〜
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令和元年台⾵第１９号において甚⼤な被害が発⽣した荒川⽔系⼊間
川流域における今後の治⽔対策の取組として、関係機関が連携し、
「⼊間川流域緊急治⽔対策プロジェクト」をとりまとめました。
今後、地域が連携し、多重防御治⽔により、「社会経済被害の最⼩

化」を⽬指します。

川越市 東松山市 坂戸市 川島町 埼玉県
熊谷地方
気象台

荒川上流
河川事務所

「⼊間川流域緊急治⽔対策プロジェクト」の概要
○以下の２つを柱として取り組んでいきます。
①多重防御治⽔の推進
②減災に向けた更なる取組の推進

※詳細については、別紙をご覧ください。



三
位
一
体
の
対
策

遊水・貯留機能 の確保・向上

○地形や現状の土地利用等を考慮した遊水地の整備
※外水（国管理河川・県管理河川など）、内水の両方に対応する遊水地

（（仮称）ハイブリッド型遊水地）を検討

○既存ダムの洪水調節機能強化

土地利用・住まい方 の工夫

入間川流域緊急治水対策プロジェクト
～地域が連携し、多重防御治水により、社会経済被害の最小化を目指す～

川越市 東松山市 坂戸市 川島町 埼玉県 気象庁熊谷地方気象台 荒川上流河川事務所

○令和元年台風第19号において甚大な被害が発生した、荒川水系入間川流域における今後の治水対策を関係機関が連携し、「入間川流域緊急治水対策
プロジェクト」としてとりまとめました。

○国、県、市町等が連携し、以下の２つの取組を実施していくことで、「社会経済被害の最小化」を目指します。

河道 の流下能力の向上

○河道内の土砂掘削、樹木伐採による水位低減
○堤防整備（掘削土を活用）

①多重防御治水の推進（関東流治水システムの踏襲）

・直轄ダム、遊水地なし
・主に河道で洪水を処理

関東管内で決壊が
生じた河川の共通点

河道

流域

【参考】『多重防御治水』とは
地域と連携し、

①河道の流下能力の向上による、あふれさせない対策
②遊水・貯留機能の確保・向上による、計画的に流域にためる対策
③土地利用・住まい方の工夫による、家屋浸水を発生させない対策

が三位一体となって社会経済被害の最小化を目指す治水対策

１

２

３

河道の流下能力の向上、遊水・貯留機能の確保・
向上、土地利用・住まい方の工夫を組み合わせ対応

現状（before） 今後（after）

１ ２ ３

入間川流域における浸水被害状況

②減災に向けた更なる取組の推進

＜課題＞ ＜今後の方向性＞
関係機関等が連携し、円滑な水防・避難行動のための
体制等の充実を図る

同時多発的な被害発生により、情報が膨大となり、
状況把握・情報伝達・避難行動が円滑に進まない
＜主な取組メニュー＞
○重要度に応じた情報の伝達方法の選択及び防災情報の共有化のための取組

■自治体との光ケーブル接続 ■越水・決壊を検知する機器の開発・整備 ■危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置

○関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

■台風第１９号の課題を受けたタイムラインの改善 ■他機関・民間施設を含めた避難場所の確保
■講習会等によるマイ・タイムライン普及促進 ■広域避難計画の策定 ■水のう等、水防活動資材の確保
■要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進 ■緊急排水作業の準備計画策定と訓練実施、排水ポンプ車の配備
■防災メール等を活用した情報発信の強化 ■防災行政無線の戸別受信機整備 等

○浸水が想定される区域の土地利用制限（災害危険区域の設定等）

○家屋移転、住宅の嵩上げ（防災集団移転促進事業等）

○高台整備（避難場所等に活用）

○土地利用に応じた内水対策の検討（雨水流出抑制対策、合流点処理検討等）

※イメージ図

河道掘削約110万m3他
堤防整備約7.3km他

遊水地暫定整備 2箇所

※各地域の特性に併せてメニューを検討
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河道掘削・樹木伐採

河道掘削・樹木伐採

堤防整備

堤防整備

遊水地整備

遊水地整備

ひがしまつやまし

東松山市

かわじままち

川島町

かわごえし

川越市

さかどし

坂戸市

河道掘削・樹木伐採

河道掘削・樹木伐採

合流点処理検討

高台整備

堤防整備

入間川流域緊急治水対策プロジェクト（位置図）
～多重防御治水の推進～

※計数及び対策については、今後の調査、検討等の結果、変更となる場合がある。
※合流点処理検討については、本川合流点付近においての本川への流出抑制や支

川の越水溢水軽減、支川流域内の内水浸水の軽減を兼ね、遊水地や排水機場等
を組み合せた対策を検討するものです。

凡例

浸水範囲
決壊箇所
大臣管理区間

堤防整備

写真①

河道掘削・樹木伐採

○ 令和元年１０月台風第１９号により、甚大な被害が発生した、入間川流域において、国、県、市町が連携し、
「入間川流域緊急治水対策プロジェクト」として取りまとめました。

○ 国、県、市町が連携し、以下の取組を実施していくことで、社会経済被害の最小化を目指します。
①多重防御治水の推進【河道・流域における対策】 ②減災に向けた更なる取組の推進【ソフト施策】

■河道・流域における対策
【河道の流下能力の向上】
・河道掘削、樹木伐採、堤防整備
【遊水・貯留機能の確保・向上】
・遊水地整備 等

目 標 台風第１９号洪水における
入間川、越辺川、都幾川か
らの越水防止

全体事業費 約 ３１８ 億円
災害復旧 約 ２１ 億円
改良復旧 約 ２９８ 億円

事業期間 令和元年度～令和６年度

荒川流域図

土地利用制限
家屋移転
住宅の嵩上げ
雨水流出抑制対策

写真①浸水状況（越辺川右岸0.0k付近）

■ソフト施策
・自治体との光ケーブルの接続
・越水・決壊を検知する機器の開発・整備
・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置
・台風第１９号の課題を受けたタイムラインの改善
・他機関・民間施設を含めた避難場所の確保
・講習会等によるマイ・タイムライン普及促進
・広域避難計画の策定
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・水のう等、水防活動資材の確保
・緊急排水作業の準備計画策定と訓練実施、排水ポンプ車の配備
・防災メール等を活用した情報発信の強化
・防災行政無線の戸別受信機整備 等
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■河道・流域における対策
【土地利用・住まい方の工夫】
・浸水が想定される区域の土地利用制限
（災害危険区域の設定）

・家屋移転、住宅の嵩上げ
（防災集団移転促進事業等）

・高台整備（避難場所等に活用）

・土地利用に応じた内水対策の検討
（雨水流出抑制対策、合流点処理検討等）

※四捨五入の関係で合計が合致しません
※大臣管理区間のみの事業費を記載



１ ２ ３

※イメージ図

多重防御治⽔の実現
と

環境・地域振興の実現の

両⽴を⽬指す

グリーンインフラとしての多重防御治水

※具体な取組内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。

三
位
一
体
の
対
策 土地利用・住まい方 の工夫

河道 の流下能力の向上

○土砂掘削、樹木伐採

○堤防整備（掘削土を活用）

河
道

流
域

１

３
○土地利用制限（災害危険区域の設定等）

○家屋移転、住宅の嵩上げ

○高台整備（避難場所等に活用）

○内水対策の検討

エ
コ
ロ
ジ
カ
ル･

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

遊水・貯留機能 のウェットランドの創出

○初期湛水池等の水域の活用

○既存自然地・農耕地の保全

被災形態選択区域 の環境保全

河道 のコリドー機能の向上

○多自然川づくりの徹底

○自然再生事業との連携

河
道

流
域

１

２

３
○既存自然地・農耕地の保全
（自治体等と連携して実施）

○エコツーリズム・環境学習等への
場の提供

※各地域の特性に合わせてメニューを検討

多重防御治水の実現 エコロジカル・ネットワーク形成 地域振興の実現

（国土交通省グリーンインフラポータルサイト
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000015.html より）

・多自然川づくり
・掘削と併せたウェットランド創出 初期湛水池等のウェットランド化等

エコロジカル・ネットワークとは
「優れた自然環境等を有した土地を有機的につなぐ取組」です

関東地域におけるエコロジカル・ネットワーク到達目標イメージパース

入間川流域

既存自然地・農耕地の保全

遊水・貯留機能 の確保・向上

○遊水地の整備

○既存ダムの洪水調節機能強化

※外水(国管理河川・県管理河川など)、内水の両方に
対応する遊水地((仮称)ハイブリッド型遊水地)を検討

P3
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令和2年1月31日

川越市、東松山市、坂戸市、川島町
埼玉県

気象庁熊谷地方気象台
荒川上流河川事務所

令和元年台風第19号を踏まえた

「入間川流域緊急治水対策プロジェクト」
～地域が連携し、多重防御治水により、社会経済被害の最小化を目指す～

【入間川流域緊急治水対策プロジェクト 一覧表】

参考資料①



①多重防御治水の推進(関東流治水システムの踏襲) 概ね１年 概ね５年

主な取組メニュー 主な取組項目 対策メニュー 実施主体
直ちに検討、必要な

対策を調整のうえ実施
短期的に検討、必要な
対策を調整のうえ実施

継続して検討、必要な
対策を調整のうえ実施

※遊水地整備等の計画を踏まえ検討

②減災に向けた更なる取組の推進 概ね１年 概ね５年

主な取組メニュー 主な取組項目 対策メニュー 実施主体
直ちに検討、必要な

対策を調整のうえ実施
短期的に検討、必要な
対策を調整のうえ実施

継続して検討、必要な
対策を調整のうえ実施

なお、本プロジェクトの具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合があります。

水のう等、水防活動資材の確保

緊急排水作業の準備計画策定と訓練実施、排水ポンプ車
の配備

地域住民や小・中学生等を対象にした防災教育の推進

緊急排水作業の準備計画策定
排水ポンプ車配備訓練実施

防災メール等を活用した情報発信の強化 登録制防災メール配信サービス等の登録促進

水のう等の配備

出前講座による防災教育の実施

防災行政無線の戸別受信機整備 防災行政無線の戸別受信機の追加整備・配布

広域避難検討会開催
地域防災計画改定

避難確保計画作成講習会開催
避難訓練実施支援

重要度に応じた情報の伝達方法の選択及び防
災情報の共有化のための取組

自治体との光ケーブル接続

越水・決壊を検知する機器の開発・整備

危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置
危機管理型水位計の設置

簡易型河川監視カメラの設置

確実な情報共有のための光ケーブル接続及びシステム構築

洪水浸水想定区域図の作成促進等による浸水リスク情報
の周知

関係機関が連携した水害に対する事前準備の
ための取組

台風第19号の課題を受けたタイムラインの改善

他機関・民間施設を含めた避難場所の確保

講習会等によるマイ・タイムライン普及促進

広域避難計画の策定

要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進

土地利用・住まい方の工夫

浸水が想定される区域の土地利用制限（災害危険区域の
設定等）※

家屋移転、住宅の嵩上げ（防災集団移転促進事業等）※

高台整備（避難場所等に活用）

土地利用に応じた内水対策の検討

地形や現状の土地利用等を考慮した遊水地の整備
遊水・貯留機能の確保・向上

【入間川流域緊急治水対策プロジェクト　一覧表】
～地域が連携し、多重防御治水により、社会経済被害の最小化を目指す～

被災施設の迅速な復旧 堤防、護岸等の被災施設の復旧

河道内の土砂掘削、樹木伐採による水位低減

堤防整備（掘削土を活用）
堤防整備
（樋管等の対策を含む）

河道の流下能力の向上

既存ダムの洪水調節機能強化

河道掘削・樹木伐採

合流点処理検討

遊水地の整備

国、県

県

合流点処理検討

雨水流出抑制対策

高台整備

家屋移転、住宅の嵩上げ

土地利用制限

越水・決壊を検知する機器の開発・整備

活用実績からの課題抽出及び改善

他機関・民間施設との協定締結

住民への周知

ハザードマップ改訂

浸水想定区域図の作成

作成手引きの配布
マイ・タイムライン作成講習会開催
地域の作成リーダー養成

国

国、県

国、県

国、県

市町（国、県）

市町

国、県、市町

国、県

国、県、市町

国

国、県、市町

県

県、市町

市町

市町

市町

市町

市町

国、県、市町

国、県、市町

国、県、市町

市町（国、県）

市町（国、県）

市町

市町

県



令和2年1月31日

川越市、東松山市、坂戸市 、川島町
埼玉県

気象庁熊谷地方気象台
荒川上流河川事務所

令和元年台風第19号を踏まえた

「入間川流域緊急治水対策プロジェクト」
～地域が連携し、多重防御治水により、社会経済被害の最小化を目指す～

【主な取組項目の概要】

参考資料②

①荒川水系における令和元年台風第19号の概要 ・・・Ｐ２

②ー１多重防御治水の推進（関東流治水システムの踏襲） ・・・Ｐ１７

②ー２減災に向けた更なる取組の推進 ・・・Ｐ３１
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①荒川水系における
令和元年台風第19号の概要

2

令和元年台風第19号の概要について

①令和元年台風第19号の概要

出典：気象庁提供資料

〇 台風本体の発達した雨雲や台風周辺の湿った空気の影響で、静岡県や関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的
な大雨となった。その結果、多くの雨量観測地点で既往最高に迫る雨量となり、横瀬雨量観測所、三峰雨量観測所では観測史
上最大雨量を観測した。 ※雨量観測所はいずれも国土交通省所管

レーダ雨量図

10月12日 6:00

10月12日 16:00

10月12日 11:00

10月12日 21:00
3

等雨量線図雨量期間

（10月10日20:00～10月12日24:00）

台風経路

荒川 笹目橋地点上流域

入間川 菅間地点上流域

荒川 笹目橋地点上流域

入間川 菅間地点上流域

荒川 笹目橋地点上流域

入間川 菅間地点上流域

荒川 笹目橋地点上流域

入間川 菅間地点上流域

※令和元年10月洪水に関する数値は速報値であり、今後の精査により変更する可能性があります。

※統一河川情報システムより国土交通省が作成

※統一河川情報システムより国土交通省が作成



令和元年台風第19号の降雨の概要(荒川水系)

①令和元年台風第19号の概要

〇 台風本体の発達した雨雲や台風周辺の湿った空気の影響で、静岡県や関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的
な大雨となった。その結果、多くの雨量観測地点で既往最高に迫る雨量となり、横瀬雨量観測所、三峰雨量観測所、ときがわ
観測所では観測史上最大雨量を観測した。 ※横瀬雨量観測所・三峰雨量観測所：国土交通省所管、ときがわ観測所：気象庁所管

※令和元年10月洪水に関する数値は速報値であり、今後の精査により変更する可能性があります。

既往最高雨量と今回洪水雨量の比較 既往最高雨量

今回洪水雨量

4

516 539
※観測史上最大

589 564

579 597

※観測史上最大

553 542

514 491

772

561

基準水位観測所

雨量観測所
凡例

434

605

※ときがわ雨量観測所：気象庁所管、それ以外の雨量観測所：国土交通省所管

※観測史上最大

（H13.9.8～11）
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入間川(菅間水位観測所)の年最高水位比較図

○荒川水系入間川菅間水位観測所において、氾濫危険水位を超過し、10月13日0時40分に
既往最高のピーク水位16.5ｍを記録しました。

平成１１年８月１４日 １４．４ｍ

１０月１３日 ０：４０
既往最高水位 １６．５ｍ

氾濫危険水位 １５．９ｍ

令和元年台風第19号の水位の概要①（荒川水系入間川）

①令和元年台風第19号の概要

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。5※水位は、標高（A.P.）表記

水位(m)
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越辺川（入西観測所）の年最高水位比較図

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

○荒川水系越辺川の入西水位観測所において、氾濫危険水位に迫り、10月12日18時00分
にピーク水位27.9ｍを記録しました。

令和元年台風第19号の水位の概要②（荒川水系越辺川）

①令和元年台風第19号の概要

6

１０月１２日 １８：００ ２７．９ｍ

氾濫危険水位 ２８．０ｍ

※水位は、標高（A.P.）表記

平成１１年８月１４日 27．2ｍ

水位(m)

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26
S52

S53

S54

S55

S56

S57

S58

S59

S60

S61

S62

S63

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R01

水位
(m)

都幾川（野本観測所）の年最高水位比較図

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

○荒川水系都幾川の野本水位観測所において、氾濫危険水位を超過し、10月12日19時40分
にピーク水位24.2ｍを記録しました。

令和元年台風第19号の水位の概要③（荒川水系都幾川）

①令和元年台風第19号の概要

7

平成１１年８月１４日 ２３．５ｍ

１０月１２日 １９：４０ ２４．２ｍ

氾濫危険水位 ２１．９ｍ

※水位は、標高（A.P.）表記

水位(m)



堤防決壊
埼玉県 川越市 平塚新田地先

越辺川 右岸 0k付近
被害延長 L=70m

堤防決壊
埼玉県 東松山市 正代地先
越辺川 左岸 7.6k付近

（九十九川 左岸 0.0k付近）
被害延長 L=40m

堤防決壊
埼玉県 東松山市 早俣地先
都幾川 右岸 0.4k付近
被害延長 L=90m

越水
埼玉県 東松山市 葛袋地先

都幾川 左岸 6.5k
被害延長 L=634m

都
幾
川→

越辺川→

凡例

決壊箇所

越水箇所

浸水範囲

床上浸水 ５９２戸

床下浸水 ２８６戸

合計 ８７８戸

１，９５７ｈａ

浸
水
家
屋

浸水面積

8

令和元年台風第19号による被災状況（荒川水系入間川 直轄区間）

①令和元年台風第19号の概要

○荒川水系越辺川、都幾川では、今次洪水により河川水位が計画高水位を超過し、暫定堤防区間で決壊及び越水による外水氾濫が発生。

11月7日時点
国土交通省、
各市町調べ

※本情報は速報値であるため、今後の調査等で変わる可能性があります。

令和元年台風第19号による被災状況（荒川本川 直轄区間）

①令和元年台風第19号の概要

9

〇 荒川本川では、上尾市平方（床上２８戸、床下７戸）、畔吉（床上１戸、床下３戸）、領家（床上１０戸、床下１０戸）で４９戸、桶川

市川田谷地区（床上１５戸、床下１５戸）で３０戸の浸水被害が発生。原因は無堤部からの溢水と推定。

※さいたま市桜区の戸数については、現在調査中のため計上していない。

11月7日時点 国土交通省、各市町調べ
※本情報は速報値であるため、今後の調査等で変わる可能性があります。

11月7日時点 国土交通省、各市町調べ



越辺川、都幾川堤防決壊箇所の洪水直後の状況

①令和元年台風第19号の概要

10

堤防決壊箇所（越辺川 左岸7.6k、 都幾川 右岸0.4k）

（越辺川 左岸7.6k）

（都幾川 右岸0.4k）

越辺川堤防決壊箇所の洪水直後の状況

①令和元年台風第19号の概要

11

Ｒ１．１０．１３ ６時時点

堤防決壊箇所（越辺川 右岸0.0k）

（越辺川 右岸0.0k）

Ｒ１．１０．１３ ６時時点



決壊延長
約70m

堤内地

R1/10/13 

堤内地
堤内地

堤内地

R1/10/13 

決壊箇所の洪水後の堤防状況

①令和元年台風第19号の概要

○越辺川右岸0.0k付近（埼玉県川越市平塚新田地先）の被災状況
○堤防が約７０m決壊

12

R1/10/16

R1/10/17 

堤内地

九十九川水門

決壊延長

約40m
堤内地

R1/10/13

堤内地
堤内地

R1/10/13

九十九川水門

決壊箇所の洪水後の堤防状況

①令和元年台風第19号の概要

○越辺川左岸7.6k付近（埼玉県東松山市正代地先）の被災状況
○堤防が約４０ｍ決壊

13

R1/10/13

堤内地

R1/10/13



小剣樋管

?
都幾川 破堤延長

約100m

都
幾
川

堤内地

小剣樋管

決壊延長
約90m

R1/10/13

堤内地

堤内地

R1/10/13

決壊箇所の洪水後の堤防状況

①令和元年台風第19号の概要

○都幾川右岸0.4k付近（埼玉県東松山市早俣地先）の被災状況
○堤防が約９０m決壊

14

入間川流域住民の避難状況

①令和元年台風第19号の概要

15

市町村名 最大開設避難
所数(箇所)

最大避難者数
(人)

備考

川越市 41 4,960 避難所：27箇所
自主避難所：14箇所

東松山市 26 3,239

坂戸市 21 3,693

川島町 9 2,931

表１ 各自治体の避難状況

※第6回 荒川水系(埼玉県域)大規模氾濫に関する減災対策協議会資料や川島町HPを元に作成

市町村名 人数(人) 死者 備考

東松山市 １ 高齢の男性 １度知人宅に避難してい
た男性が、自宅の様子を
車で確認しに行ったとこ
ろ、氾濫した水で水没。

東松山市 １ 高齢の男性 災害関連死

鳩山町 １ ６９歳女性 橋の上で転倒

表２ 各自治体の死者数

※出典 デジタル毎日



河川管理施設等の運用状況

①令和元年台風第19号の概要

16

○荒川第一調節池の洪水貯留状況
○台風第19号による降雨により荒川が増水し、荒川第一調節池では10月12日（土）、
越流堤から洪水の流入が始まりました。
○今回は、過去最大の約3,500万 を貯留し、荒川下流域の洪水被害防止に貢献しました。

■平常時 ２０１８年１２月 撮影

荒川第一調節池

幸魂大橋

和光市

朝霞市

富士見市
志木市

さいたま市

戸田市

荒川第一調節池

幸魂大橋

和光市

朝霞市

富士見市
志木市

さいたま市

戸田市

■出水時 ２０１９年１０月１３日（日）１６時頃撮影

洪水流入状況

荒川荒川第一
調節池

10月13日撮影

(越流堤：上流より下流を望む)

約3,500万 貯留

入間川流域緊急治水対策プロジェクト

②ー１多重防御治水の推進
（関東流治水システムの踏襲）

17



土地利用・住まい方の工夫
・浸水が想定される区域の土地利用
制限（災害危険区域の設定等）
・家屋移転、住宅の嵩上げ
（防災集団移転促進事業等）

・高台整備（避難場所等に活用）
・土地利用に応じた内水対策の検討

入間川流域緊急治水対策プロジェクト
②ー１多重防御治水の推進

＜令和元年台風第19号の課題＞

入間川、越辺川、都幾川、高麗川、小畔川等の支川合流部は閉鎖型の氾濫域であり、これまでも度々
浸水被害が発生
観測史上最高水位を更新し、越辺川や都幾川では堤防からの越水が複数発生し決壊に至るなど、現状
の治水施設の能力を超えるような事象が発生
これまで河道内の対策として洪水をあふれさせない治水対策を進めてきたが、浸水被害の軽減を図る
ためには、これまでの対策に加え河道以外での対策も必要

＜今後の方向性＞

→ これまでの治水対策を加速化すると同時に、地域及び各関係機関等が連携して流域の遊水機能の
確保・向上や浸水が見込まれる区域における土地利用・住まい方の組み合わせなども考慮し、多重
防御治水により浸水被害の軽減対策を検討し推進を図る。

＜主な取組メニュー＞

河道の流下能力の向上
・河道内の土砂掘削、
樹木伐採による水位低減
・堤防整備（掘削土を活用）

遊水・貯留機能の確保・向上
・地形や現状の土地利用等
を考慮した遊水地の整備
※外水（国管理河川・県管理河川など）、
内水の両方に対応する遊水地
（(仮称)ハイブリッド型）を検討

・既存ダムの洪水調節機能強化

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合があります。18

②ー１多重防御治水の推進

※被災施設の迅速な復旧
（堤防、護岸等の被災施設の復旧）

利根川・荒川等の河川が乱流していた関東平野で展開された土木治水工法

利根川東遷・荒川西遷等と一体的に１６００年代を中心に展開

代々、伊奈家が担ったことから『伊奈流』とも言われる

特徴・・・

◎霞堤（開口部を設けた堤防）＋水控け堤（洪水防御堤防）

計画的に洪水を溢れさせる

◎遊水地を溜井（沼）として水源利用

◎伊奈家は天竜川伊那谷出身。武田信玄の甲州流の治水技術を会得

酒巻・瀬戸井狭窄部
中条堤

中条堤の下流部が狭窄部になっているた
め、洪水時には右岸側に溢れ始め、大遊水
地になり下流への洪水量を減じた。

一部現存する部分

無くなった部分

浅草区

本所区

荒川

隅田川

中川

隅田村

隅田堤

日本堤

（財）日本地図センター発
行「迅速測図原図（国土
地理院所蔵）」
を複写し、修正したもの

荒川の洪水が江戸市街地に流入するのを防
ぐため、日本堤、隅田堤を漏斗状に築き、上流
に広がる水田地帯を遊水地として利用した。

中条堤（利根川） 日本堤・隅田堤（荒川）

（現在の土手通り）

関東流（伊奈流）治水システム《参考》

19



被災施設の迅速な復旧（堤防、護岸等の被災施設の復旧）

今後の対策内容

○被災施設の迅速な復旧として、堤防護岸等の被災施設の復旧を行います。

20

②ー１多重防御治水の推進

■復旧前イメージ ■復旧後イメージ ■復旧イメージ

川裏法面崩壊

堤内地

堤内地

被災施設の復旧

（堤防決壊箇所）

被災施設の復旧

（法面崩壊箇所）

河道の流下能力の向上（河道内の土砂掘削、樹木伐採による水位低減）

○河道の流下能力の向上として、河道内の土砂掘削、樹木伐採により水位低減を進めていきます。

※具体な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。 21

河道内の樹木伐採河道内の土砂掘削

河道内の樹木伐採事例
（早俣橋付近）before

after

河道内の土砂掘削事例

②ー１多重防御治水の推進

※本川の水位低減を図ることで、副次的に支川合流や内水排除の観点からも有効です。

今後の対策の方向性と内容



河道内の土砂掘削

河道の流下能力の向上（堤防整備（掘削土を活用））

堤防整備

○河道の流下能力の向上として、河道内の掘削土を活用して堤防整備を進めていきます。

※具体な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。 22

荒川 堤防整備事例（さいたま築堤）河道内の土砂掘削事例

②ー１多重防御治水の推進

今後の対策の方向性と内容

河道内の掘削
土を活用

遊水・貯留機能の確保・向上（地形や現状の土地利用等を考慮した遊水地の整備）

遊水地

○流域の遊水機能の確保・向上の取組として、地形や現状の土地利用等を考慮した遊水地の整
備を進めていきます。

※具体な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。23

（平成28年撮影）

②ー１多重防御治水の推進

今後の対策の方向性と内容

遊水地

※具体な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。23

■母子島遊水地 整備状況■昭和61年出水状況

無堤部

無堤部

大谷川
小貝川

越流堤

囲繞堤

周囲堤
西石田排水機場

川神馬排水機場

初期湛水池

田谷川水路

田谷川水門

（平成28年撮影）

他の河川における整備事例



遊水機能の確保・向上（合流点処理検討）

○本川合流点付近において、本川への流出抑制や支川の溢水・越水軽減、支川流域内における
内水浸水の軽減を兼ねた、遊水地や排水機場等を組み合わせた対策を検討していきます。

※具体な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。

②ー１多重防御治水の推進

今後の対策の方向性と内容

合流点付近での浸水状況 （越辺川・都幾川周辺） 調整池の整備／既存の調節池・調整池の活用

支川排水のイメージ

排水機場の新設・増設

調節池排水のイメージ

芝川第一調節池

芝川第一調節池排水機場

芝
川

国道
254号

国道
407号

越辺川 川島
I.C

坂戸
I.C

鶴ヶ島
I.C

鶴ヶ島
J.C.T

飯盛川

都幾川

国道
407号

高
麗
川

葛川

２０１９年１０月１３日撮影 株式会社パスコ/国際航業

古綾瀬川排水機場

他の河川における調整池の整備の例

24

遊水・貯留機能の確保・向上（既存ダムの洪水調節機能強化（洪水流量の低減））

25

②ー１多重防御治水の推進

作成中

○ダムによる洪水調節は、下流の全川にわたって水位を低下させ、堤防の決壊リスク
を低減するとともに、内水被害や支川のバックウォーターの影響を軽減する有効な
治水対策です。
○水害の激甚化等を勘案し、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最
大限活用できるよう検証・検討を行い、既存ダムの有効活用を行っていきます。

今後の対策の方向性と内容

河川管理者と全てのダム管理者等との
間で、水系毎の協議の場を設置。
水系毎に治水協定を締結。

水系毎に、ソフト対策及びハード対策
を有効に組み合わせた工程表を作成。
工程表に基づき、必要な措置を実施。

工程表に基づき、優先的に対応する
ダムについて、事前放流の操作規程
等の変更や実施要領策定の手続きを
実施。

＜水系毎の治水協定の締結＞
（R2.5まで）

＜水系毎の工程表の作成＞
（R2.6まで）

＜操作規則等の変更、
実施要領の作成＞

多目的ダムの事前の放流 利水ダムの事前の放流

※既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針（令和元年12月12日 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議）をもとに作成

※放流設備の改良等が必要なものは効果が高いものから順次実施を検討

有効活用のイメージ
主な取組



土地利用・住まい方の工夫（浸水が想定される区域の土地利用制限（災害危険区域の設定等））

○土地利用・住まい方の工夫に関する取組として、浸水が想定される区域の土地利用制限を進
めていきます。

26
荒川水系入間川流域における氾濫域のあり方(案)

※１

※２

※２ 【防災集団移転促進事業】のイメージ

国土交通省HP「防災集団移転促進事業の概要」より

②ー１多重防御治水の推進

建築基準法第39条
１ 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、
出水等による危険の著しい区域を災害危険
区域として指定することができる。

２ 災害危険区域内における住居の用に供
する建築物の建築の禁止その他建築物の
建築に関する制限で災害防止上必要なもの
は、前項の条例で定める。

※１ 【災害危険区域】１河道の流下能力の向上 ２遊水機能の確保・向上 ３土地利用・住まい方の工夫

※ 具体な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。
検討に際しては、県・市町の各種計画（立地適正化計画等）と調整を図ることが必要です。

今後の対策の方向性と内容

土地利用・住まい方の工夫（家屋移転、住宅の嵩上げ（防災集団移転促進事業等））

○土地利用・住まい方の工夫に関する取組として、家屋移転や住宅の嵩上げ等を進めていきま
す。

※具体な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。
なお、検討に際しては、盛土等による湛水阻害の影響などにも留意が必要です。27

宅地の嵩上げ

ピロティ建築

高床形式(ピロティ) ピロティ建築のイメージ

②ー１多重防御治水の推進

今後の対策の方向性と内容



土地利用・住まい方の工夫（高台整備（避難場所等に活用））

○土地利用・住まい方の工夫に関する取組として、避難場所等となる高台の整備を進めていき
ます。

28

高台整備

※具体な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。

例）工事残土の活用等により緊急避難場所となる高台の整備

工事残土等で高台化

②ー１多重防御治水の推進

他の河川における整備事例

下高島地区（埼玉県深谷市）

栄地区広域避難地（埼玉県加須市）

今後の対策の方向性と内容

土地利用・住まい方の工夫（土地利用に応じた内水対策の検討）

洪水時

○土地利用・住まい方の工夫とあわせて、土地利用に応じた内水対策の検討を進めていきます。

※具体な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。29

②ー１多重防御治水の推進

雨水流出抑制対策

洪水時

通常時

※写真：高坂駅東口第一地区調整池（東松山市）

（開発に伴う調整池の例）

今後の対策の方向性と内容



土地利用・住まい方の工夫（土地利用に応じた内水対策の検討）

洪水時

○土地利用・住まい方の工夫とあわせて、土地利用に応じた内水対策の検討を進めていきます。

※具体な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。30

②ー１多重防御治水の推進

本川

水門水門

本川

水門水門
水門水門

排水機場排水機場

水門水門

排水機場排水機場

本川の堤防が支川の堤防より高い場
合、本川の逆流を防ぐために水門・
樋門を設置。
そのままでは水門・樋門を閉めた場
合、支川の河川が氾濫。

支川の氾濫を防ぐために排水ポンプ
で支川の水を汲み上げて本川に流す。

・岡排水機場（東松山市）
・昭和６０年設置
（最大排水能力５ｍ3/ｓ）

・九十川排水機場（川越市）
・平成１５年設置
（最大排水能力２０ｍ3/ｓ）

既存施設の事例

今後の対策の方向性と内容

合流点処理検討

入間川流域緊急治水対策プロジェクト

②ー２減災に向けた更なる取組の推進

31



「入間川流域緊急治水対策プロジェクト」
②－２減災に向けた更なる取組の推進

〈令和元年１０月台風第１９号の課題〉

〈主な取組メニュー〉

同時多発的な被害発生により、情報が膨大となり、状況把握・情報伝達・避難行動
が円滑に進まない。

<今後の方向性>

・関係機関等が連携し、円滑な水防・避難行動のための体制等の充実を図る。

重要度に応じた情報の伝達方法の選択及び防災情報の共有化のための取組
・自治体との光ケーブル接続
・越水・決壊を検知する機器の開発・整備
・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置

関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組
・台風第１９号の課題を受けたタイムラインの改善
・他機関・民間施設を含めた避難場所の確保
・講習会等によるマイ・タイムライン普及促進
・洪水浸水想定区域図の作成促進等による浸水リスク情報の周知
・広域避難計画の策定
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・地域住民や小・中学生等を対象にした防災教育の推進
・水のう等、水防活動資材の確保
・緊急排水作業の準備計画策定と訓練実施、排水ポンプ車の配備
・防災メール等を活用した情報発信の強化
・防災行政無線の戸別受信機整備

32

②-２減災に向けた更なる取組の推進

重要度に応じた情報の伝達方法の選択及び防災情報の共有化のための取組

（自治体との光ケーブル接続）

○防災情報の共有化のための取組として、自治体との光ケーブル接続を進めていきます。

33

荒川上流河川事務所

市

町 埼玉県

【接続した機関で共有可能となる情報（例）】

関東地方整備局
既存の光ファイバーケーブル網を活用した関係機関ネットワーク
を構築※し、リアルタイムでの情報共有を可能にする。
※一部自治体とはネットワーク構築済み

光ファイバーケーブルネットワーク
・河川監視カメラ映像（CCTV）

・ヘリ撮影映像

・河川情報（雨量・水位等） 現状ＨＰ（インターネット回線）での確認に加えて。

今後の対策の方向性と内容



②-２減災に向けた更なる取組の推進

重要度に応じた情報の伝達方法の選択及び防災情報の共有化のための取組

（越水・決壊を検知する機器の開発・整備）

○防災情報の共有化のための取組として、越水・決壊を検知する機器の開発・整備を進めてい
きます。

越水や堤防決壊等による氾濫発生を迅速に把握するため、越水・決壊を検知する機器類の開発を進め、
堤防に設置していきます。

34

堤防

河道

センサーが越水を
検知して情報送信

センサーが決壊を検知して情報送信

河道

堤防

●ネットワーク経由でサーバへ
決壊・越水箇所の検知情報を集約

●本局・事務所では、決壊・越水箇所の
確認がリアルタイムで可能

●堤防へ高密度に設置したセンサーが、越水や決壊箇所を検知し、
情報を送信

決壊

越水

イメージ

イメージ

越水

決壊

センサー

センサー

センサー

センサー

センサー

センサー

センサー

今後の対策の方向性と内容

重要度に応じた情報の伝達方法の選択及び防災情報の共有化のための取組

（危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置）

○防災情報の共有化のための取組として、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置
（増設）を進めていきます。

35

簡易型河川監視カメラ危機管理型水位計

②-２減災に向けた更なる取組の推進

ＨＰ「川の水位情報」で公表。

従来の水位計・ＣＣＴＶカメラと比較して安価で性能を限定した機器を、主に危険箇所※に設置し、より身近な情
報の提供で住民に切迫感を伝えます。
※河川合流部など、水位上昇が早い箇所。台風19号による状況を鑑み追加配置等を検討。

ＨＰで公表予定。
（静止画）

今後の対策の方向性と内容



関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

（台風第１９号の課題を受けたタイムラインの改善）

○事前準備のための取組として、タイムラインの改善を進めていきます。

36

②-２減災に向けた更なる取組の推進

令和元年台風第１９号出水でのタイムライン活用状況の確認を実施し、得られた課題等の改善を行います。

（下図：川越市・坂戸市の現タイムラインの事例）

今後の対策の方向性と内容

関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

（他機関・民間施設を含めた避難場所の確保）

○事前準備のための取組として、他機関・民間施設を含めた避難場所の確保を進めていきます。

37

既存施設利用

(例)洪水発生時における施設等の提供協力に関する協定(川島町)

・協定先

株式会社オータ

・協定締結日

平成30年1月11日

・協定趣旨

川島町内に洪水災害が発生し、または発生するおそれがある場合に一時

的に施設の開放をし、避難者の受入を行う。

・受入要件

①氾濫危険情報が発表された時

②町が避難指示、避難勧告を発令した時

③町が文書又は口頭により開設の要請をしたとき

・洪水避難施設詳細

施設名称 オータ川島店

所在地 川島町大字戸守382-1

使用範囲 3階駐車場・4回駐車場(屋上)

収容人数

3階：約1,000人
4階：約1,000人※
※1フロア1,740㎡,1.6㎡/人で計算

避難通路 南側スロープ

避難時の入口 南側出入り口

②-２減災に向けた更なる取組の推進

今後の対策の方向性と内容

不足する避難場所を補うため、他機関・民間施設との協定を締結し、避難場所の確保を進めていきます。



関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

（講習会等によるマイ・タイムライン普及促進）

○事前準備のための取組として、講習会等によるマイ・タイムラインの普及促進を進めていき
ます。

38

出典：坂戸市HP 出典：下館河川事務所HP

②-２減災に向けた更なる取組の推進

（下図：坂戸市が住民配布したマイ・タイムライン作成ツール（左）、下館河川事務所が作成したマイ・タイムライン普及促進ツール（中央・右））

今後の対策の方向性と内容

作成手引きを配布し、講習会を開催すると同時に、地域の作成リーダー養成を進めていきます。

関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

（洪水浸水想定区域図の作成促進等による浸水リスク情報の周知）

○事前準備のための取組として、洪水浸水想定区域図の作成促進等による浸水リスク情報の周
知を進めていきます。

39

②-２減災に向けた更なる取組の推進

今後の対策の方向性と内容 洪水浸水想定区域図を作成したのち洪水ハザードマップを策定し、住民への
浸水リスク情報の周知を進めていきます。

災害を「我が事」として考える本(戸田市) 富士見市防災ハンドブック(富士見市)

戸田市の事例

• 荒川の想定最大規模降雨に対応した浸水想定区域図を掲
載した”災害を「我が事」として考える本”を作成し、市内全家
庭に配布。また、転入者にも随時配布している。

富士見市の事例

• 平成30年4月に「富士見市防災ハンドブック」発行。平成30
年7月に広報紙の配布に合わせ、全戸配布を実施。



関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

（広域避難計画の策定）

○事前準備のための取組として、広域避難計画の策定を進めていきます。

40

広域避難については、全国的に取組が始まったばかりで知見が少ないため、荒川上流河川事務所管内の中でも想定される浸水が深く、浸

水継続時間の長い荒川と入間川に挟まれた地域を対象に広域避難検討会を立ち上げ、各種検討を先行的に実施し、「荒川右岸(R3)広域避難

計画策定に向けた検討報告」を作成している。

②-２減災に向けた更なる取組の推進

（下記：荒川上流河川事務所における事例）

今後の対策の方向性と内容

広域避難検討会を開催し、広域避難計画の策定を進めていきます。策定時には地域防災計画を改定します。

関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

（要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進）

○事前準備のための取組として、要配慮者利用施設の避難確保計画作成の支援を進めていきます。
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②-２減災に向けた更なる取組の推進

今後の対策の方向性と内容

（川越市の事例）

• 浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の管理者等

を対象として、避難確保計画の「作成ポイントがわか

る講習会」を開催し、計画の作成から市への提出終了

までを支援。

• 講習会は平成30年11月5日(月)の前期講習会（座学）

と平成30年11月26日(月)の後期講習会（ワールドカ

フェ）の2回を実施。

• 前期講習会では、 91施設(110名)を対象に地域の水害

特性・防災情報の入手方法、計画作成時のポイント等

を説明。

• 後期講習会（ワールドカフェ）は、 61施設(64名)を

対象に避難確保計画の内容の充実を図ることを目的と

して、他の施設の参加者と活発な意見交換を行い、計

画作成上の問題点や課題、良い取組（知恵）等を共有。

前期講習会

後期講習会

避難確保計画作成講習会を開催し、作成支援を行うとともに、避難訓練の実施支援を進めていきます。



今後の対策の方向性と内容
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荒川読本【水防災編】の
小・中学生等への展開

・防災授業の事例
草加市では市民とのワークショップ
等による意見交換を踏まえ作成し
た地震・水害ハザードマップを教材
として、平成29年6月下旬から防災
教育を展開している。

小学校での防災教育の様子

中学校での防災教育の様子

②-２減災に向けた更なる取組の推進

・教職員を対象とした防災研修会の事例
防災教育の一環として、各地域において脅威（きょうい）
となる災害のひとつである水防災に焦点をあて、荒川が
氾濫した場合に起こりうる水災害の想定、国土交通省の
役割、命を守るための自助共助の大切さとその方法や留
意点、児童生徒への指導のあり方などについて実際に
教育の場で働かれている学校教員（先生）を対象に水災
害に対する意識向上を目的とした防災研修会を３つの市
にて実施した。

【川口市】 【蕨市】

【戸田市】

防災研修会の実施事例
(荒川下流河川事務所)

関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

（地域住民や小・中学生等を対象にした防災教育の推進）

○事前準備のための取組として、地域住民や小・中学生等を対象にした防災教育を進めていきま
す。

出前講座による防災教育を進めていきます。

関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

（水のう等、水防活動資材の確保）

○事前準備のための取組として、水のう等、水防活動資材の確保を進めていきます。
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②-２減災に向けた更なる取組の推進

今後の対策の方向性と内容

(例)

「水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材等の配備」

に関する情報収集・共有として『荒川水防新技術見学会』を開催。

■水防活動

●川が大雨により増水した場合
→・堤防の状態の巡視
・堤防などに危険なところが見つかれば、壊
れないうちに杭を打ったり土のうを積んだ
りして堤防を守り、被害を未然に防止・軽
減

●水防活動は、水防団、消防機関及び水防協力団
体が実施

水防演習の様子(鴻巣市写真提供)

水のう等、新技術を活用した水防活動資材等の配備を進めていきます。



関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

（緊急排水作業の準備計画策定及び訓練実施、排水ポンプ車の配備）

○事前準備のための取組として、緊急排水作業の準備計画策定及び排水訓練の実施、排水ポン
プ車の配備を進めていきます。
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平成２９年１２月及び平成３０年１０月、独立行政法人水資源
機構は排水計画を支援するため、機構が保有する排水ポンプ車等
の設営・操作訓練を実施。

坂戸市は、平成３０年１０月に緊急排水作業
を行うことができる排水ポンプ車２台を導入し
た。

②-２減災に向けた更なる取組の推進

（下記：水資源機構（左）、坂戸市（右）の事例）

今後の対策の方向性と内容 緊急排水作業の準備計画策定とそれに基づいた排水ポンプ車配備訓練実施
、排水ポンプ車の配備を進めていきます。

関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

（防災メール等を活用した情報発信の強化）

○事前準備のための取組として、防災メール等を活用した情報発信の強化を進めていきます。
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②-２減災に向けた更なる取組の推進

今後の対策の方向性と内容

（下記：桶川市の事例）

登録制防災メール配信サービス等の登録促進を行っていきます。



関係機関が連携した水害に対する事前準備のための取組

（防災行政無線の戸別受信機整備）

○事前準備のための取組として、防災行政無線の戸別受信機整備を進めていきます。
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②-２減災に向けた更なる取組の推進

今後の対策の方向性と内容

防災行政無線の戸別受信機の追加整備・配布を進めていきます。


